
解禁日時：令和４年 11 月 4 日(金) 午後 3時以降

新型コロナウイルス感染症に関して市医師会と共同で国へ要望します 

１ 趣旨 

尼崎市はこれまで、新型コロナウイルス感染症陽性者に対し、保健師による積極的疫学調査や

健康観察を実施するとともに、症状が重い方には時期を逸することなく医療を提供するよう、市医

師会等と連携しながら取り組んできました。 

そうした中、第６波以降に流行しているオミクロン株は、陽性者の大半が軽症であり、死亡率も季

節性インフルエンザと概ね同水準であることに加えて、陽性であっても無症状又は症状軽快後に

マスク着用など感染予防対策のうえ外出を認めるなど、陽性者への対応も季節性インフルエンザ

と同様の取扱いとなりつつあります。 

一方で、医療提供体制については、未だ発熱等がある方への診察や入院を診療検査医療機

関や指定病院に限定しているため、新型コロナウイルス感染症の症状が軽症であっても、心筋梗

塞や骨折など他の傷病を患った方への救急対応が困難になる事例があるなど、適時に医療を受

けることができない状況にあることは、市医師会においても課題として認識されています。 

    こうしたことから、本市においては、市民の皆様が必要なタイミングで円滑・迅速に医療へアクセ

スできることが重要であると考え、国に対し、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の

分類を２類相当から５類相当に変更するよう、市医師会とともに要望します。

２ 要望日 

11 月 4 日 

３ 要望先 

   厚生労働大臣、厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官、 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、新型インフルエンザ等対策推進会議議長 

４ 要望内容 

別紙のとおり 

５  解禁設定 

令和 4年 11月 4日 (金)午後 3時をもって解禁としますので、各社のご協力をお願いします。

以 上  

令和４年 11 月 2日 

所 属 調整担当 

所属長 波多 伸一郎 

電 話 06－4869－3010 


















